
「
信
玄
公
旗
掛
松
」
事
件
研
究
史
に
新
し
い
発
見

　
　
　
－
民
事
判
決
原
本
の
一
調
査
紹
介
1

山
　
下

り
　
え
　
子

は
じ
め
に

東洋法学
　
本
稿
は
、
「
信
玄
公
旗
掛
松
」
事
件
に
関
係
す
る
民
事
判
決
原
本
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
調
査
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
謂
わ
ゆ
る
「
信
玄
公
旗
掛
松
」
事
件
は
、
武
田
信
玄
に
由
縁
の
伝
説
で
知
ら
れ
た
老
松
の
名
木
が
近
接
し
て
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た

た
め
汽
車
の
煤
煙
等
に
よ
り
枯
死
し
た
と
し
て
、
所
有
者
が
国
（
鉄
道
院
）
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
事
件
で
あ
る
。

大
審
院
が
大
正
八
年
三
月
三
日
、
煤
煙
予
防
の
方
法
を
施
さ
ず
に
煙
害
の
発
生
に
ま
か
せ
た
こ
と
は
「
社
会
観
念
上
一
般
二
認
容
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
範
囲
ヲ
超
越
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
判
示
し
て
、
国
に
損
害
賠
償
義
務
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
当
時
と

し
て
画
期
的
な
判
決
と
い
え
る
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
権
利
の
行
使
と
い
え
ど
も
法
律
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
適
当
な
範
囲
内
で
行

う
べ
き
で
あ
り
、
「
故
意
又
ハ
過
失
二
因
リ
其
適
当
ナ
ル
範
囲
ヲ
超
越
シ
失
当
ナ
ル
方
法
ヲ
行
ヒ
タ
ル
カ
為
メ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
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（
2
）

タ
ル
ト
キ
ハ
侵
害
ノ
程
度
二
於
テ
不
法
行
為
成
立
ス
ル
」
と
の
法
理
が
定
立
さ
れ
た
。
本
判
決
は
、
同
じ
く
戦
間
期
の
事
件
で
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

容
的
に
も
煤
煙
被
害
や
権
利
濫
用
論
と
い
う
接
点
を
有
す
る
、
大
阪
ア
ル
カ
リ
事
件
、
宇
奈
月
温
泉
事
件
と
並
ん
で
、
法
学
を
学
ぶ

者
で
知
ら
な
い
者
は
な
い
と
い
わ
れ
る
程
度
に
著
名
な
判
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
調
査
の
研
究
上
の
背
景
を
述
べ
て
お
こ
う
。
本
件
の
大
審
院
大
正
八
年
判
決
は
、
そ
の
判
決
直
後
か
ら
、
権
利
濫
用
論
、
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

侵
害
（
受
忍
限
度
）
論
の
萌
芽
を
形
成
す
る
判
例
と
し
て
、
学
説
の
好
意
的
な
支
持
を
受
け
た
。
こ
れ
を
契
機
と
す
る
民
法
学
説
の

　
　
　
　
（
6
）

理
論
的
発
展
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
ご
論
考
が
あ
り
、
本
稿
で
は
直
接
に
扱
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
（
判
明
し
た
限
り
で
は
）
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
（
8
）

五
〇
年
代
前
半
に
、
本
訴
訟
事
件
の
未
公
表
下
級
審
判
決
を
調
査
し
た
複
数
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
法
律
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
東
孝
行
裁
判
官
、
川
井
健
教
授
（
い
ず
れ
も
当
時
）
の
ご
業
績
は
、
旗
掛
松
事
件
の
全
容
を
、
そ
の
複
雑
な
裁
判
経
過
お

よ
び
裁
判
全
文
の
再
現
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
事
例
研
究
と
し
て
法
律
家
に
知
ら
れ
て
き
た
。
本
件
に
関
す
る
研
究
の
転
機
を
も
た

ら
し
た
、
こ
れ
ら
の
先
行
調
査
研
究
は
、
本
稿
が
以
下
に
詳
し
く
考
察
す
る
よ
う
に
、
原
告
家
に
伝
承
し
た
判
決
正
本
等
の
資
料
に

依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
第
一
審
（
甲
府
地
方
裁
判
所
）
の
判
決
原
本
の
所
在
は
従
来
明
ら
か
と
は
言
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
東
京
大
学
法
学
部
に
移
管
二
時
保
管
さ
れ
て
い
る
民
事
判
決
原
本
を
利
用
し
て
調
査
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

本
調
査
に
お
い
て
、
本
件
の
民
事
判
決
原
本
が
含
ま
れ
る
簿
冊
と
し
て
、
次
の
計
四
冊
の
存
在
が
確
認
で
き
た
。
甲
府
地
方
裁
判
所

（
第
一
審
）
の
判
決
原
本
簿
冊
一
冊
（
以
下
簿
冊
a
と
い
う
）
お
よ
び
東
京
控
訴
院
（
控
訴
審
）
の
判
決
原
本
簿
冊
三
冊
（
簿
冊
b
I

　
　
　
（
－
o
）
（
n
）

d
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
移
管
前
の
保
存
裁
判
所
は
、
簿
冊
a
に
つ
い
て
甲
府
地
方
裁
判
所
、
簿
冊
b
I
d
は
東
京
高
等
裁
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謬
潔
ま

写真1　手前が甲府地方裁判所の判決原本（簿冊a）、奥は東京控訴院の

　　　　判決原本（左から簿冊b、c、d）（東京大学法学部保管）

判
所
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
民
事
判
決
原
本
を
対
象
と
す
る
調
査
に

よ
っ
て
、
何
を
解
明
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
件
調
査
の
結
果

を
、
先
行
す
る
複
数
の
調
査
研
究
で
何
が
知
ら
れ
て
、
或
い
は

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
照
査
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
本
件
の
裁
判
経
過
を
追
跡
し
た
結
果
を
示
す

（
二
）
。
続
い
て
、
本
調
査
が
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
を

「
発
見
」
し
た
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
（
三
）
。

二
　
裁
判
経
過
に
つ
い
て

　
（
【
）
　
六
判
決
と
二
決
定

　
調
査
対
象
の
前
記
簿
冊
の
う
ち
、
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決

原
本
（
簿
冊
a
）
に
は
、
同
裁
判
所
の
第
一
審
判
決
原
本
に
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

え
て
、
本
件
に
関
す
る
一
連
の
判
決
・
決
定
（
謄
本
）
が
編
綴

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
東
京
控
訴
院
関
係
は
、
判
決

年
次
別
に
三
冊
の
簿
冊
（
簿
冊
b
l
d
）
に
、
控
訴
審
判
決
（
後
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述
の
②
③
⑥
）
の
原
本
の
み
各
一
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
判
決
・
決
定
に
基
づ
き
、
本
調
査
で
は
、
大
正
六
年
の
提
訴
か
ら
終
結
ま

で
に
約
八
年
半
を
要
し
た
本
件
の
複
雑
な
裁
判
経
過
を
（
お
そ
ら
く
）
全
審
級
に
亘
り
追
跡
で
き
た
、
と
考
え
て
い
る
。

　
本
件
裁
判
の
第
一
過
程
と
い
え
る
の
が
、
請
求
原
因
、
す
な
わ
ち
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
否
に
関
す
る
争
い
で
あ
る
。
①
甲
府
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

方
裁
判
所
（
民
事
部
）
大
正
七
年
一
月
三
一
日
判
決
［
中
間
判
決
］
（
大
正
六
年
（
ワ
）
一
号
）
は
、
原
告
X
の
請
求
を
認
容
し
て
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

告
Y
（
国
）
の
賠
償
義
務
を
認
め
た
原
因
判
決
で
あ
る
。
①
に
対
し
て
Y
が
東
京
控
訴
院
に
控
訴
、
一
旦
は
Y
側
の
期
日
不
出
頭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
（
1
6
）

た
め
、
②
東
京
控
訴
院
（
民
事
第
一
部
）
大
正
七
年
六
月
一
四
日
判
決
（
大
正
七
年
（
ネ
）
一
二
二
号
）
は
閾
席
判
決
に
ょ
っ
て
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

訴
を
棄
却
し
た
。
②
に
対
す
る
Y
の
故
障
申
立
が
容
れ
ら
れ
た
③
東
京
控
訴
院
（
民
事
第
一
部
）
大
正
七
年
七
月
二
六
日
判
決
（
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

正
七
年
（
ネ
）
一
二
二
号
）
で
は
、
あ
ら
た
め
て
控
訴
を
棄
却
す
る
②
が
維
持
さ
れ
た
。
④
大
審
院
（
第
二
民
事
部
）
大
正
八
年
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

月
三
日
判
決
（
大
正
七
年
（
オ
）
八
九
八
号
）
は
、
③
に
対
す
る
Y
の
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
本
件
裁
判
の
第
二
過
程
は
、
第
一
過
程
を
前
提
と
し
た
賠
償
額
に
関
す
る
争
い
で
あ
る
。
X
は
、
松
樹
の
財
産
上
の
損
害
と
し
て

一
千
二
百
円
、
名
木
を
失
っ
た
慰
籍
料
と
し
て
三
百
円
、
合
計
一
千
五
百
円
を
Y
に
請
求
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
⑤
甲
府
地
方
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

（
民
事
部
）
大
正
一
〇
年
二
月
一
五
日
判
決
（
大
正
六
年
（
ワ
）
一
号
）
は
、
X
の
被
っ
た
損
害
額
を
財
産
上
の
損
害
四
四
九
円
、
慰

籍
料
五
〇
円
と
算
定
し
た
。
Y
の
控
訴
（
X
は
控
訴
し
て
い
な
い
）
を
受
け
て
、
⑥
東
京
控
訴
院
（
民
事
第
二
部
）
大
正
一
一
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

月
一
一
日
判
決
（
大
正
一
〇
年
（
ネ
）
三
一
五
号
）
は
、
財
産
上
の
損
害
を
二
二
円
六
〇
銭
と
再
評
価
し
て
、
Y
に
賠
償
額
合
計
七

二
円
六
〇
銭
の
支
払
い
を
命
じ
た
（
確
定
）
。

　
本
件
裁
判
の
第
三
過
程
は
、
訴
訟
費
用
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
⑦
東
京
控
訴
院
（
民
事
第
二
部
）
大
正
二
二
年
一
二
月
二
五
日
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（
2
3
）

決
定
（
大
正
一
三
年
（
ノ
）
一
五
八
号
）
で
は
、
X
が
⑥
の
訴
訟
費
用
の
負
担
を
定
め
た
部
分
に
誤
記
が
あ
る
と
し
て
判
決
の
更
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
申
し
立
て
た
の
を
却
下
し
た
。
⑧
甲
府
地
方
裁
判
所
（
民
事
部
）
大
正
一
四
年
九
月
二
八
日
決
定
は
、
訴
訟
費
用
額
確
定
の
手
続

で
あ
り
、
二
四
一
円
七
一
銭
二
厘
五
毛
を
X
の
負
担
と
し
て
い
る
。

　
（
な
お
、
本
件
係
争
中
の
大
正
六
年
五
月
に
当
事
者
の
攻
守
と
こ
ろ
を
替
え
て
甲
府
区
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
と
い
う
別
件
、
樹

枝
勇
除
請
求
事
件
の
経
過
は
判
明
し
な
か
っ
た
。
）

　
本
件
に
関
す
る
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
は
、
①
か
ら
⑧
ま
で
を
裁
判
年
月
日
順
に
記
録
し
て
、
⑧
を
最
後
と
し
て
い
る
。

本
件
裁
判
の
経
過
と
し
て
、
先
行
調
査
研
究
は
、
⑦
ま
で
の
「
六
つ
の
判
決
及
び
一
つ
の
決
定
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
今
回
の

調
査
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
⑧
決
定
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
件
訴
訟
事
件
の
終
結
は
、
（
早
く
と
も
）
大
正
一
四

年
九
月
二
八
日
の
本
決
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
の
記
録
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

お
そ
ら
く
は
大
正
一
四
年
に
終
結
し
た
と
推
量
さ
れ
る
。

東洋法学
　
（
二
）
　
甲
府
地
方
裁
判
所
大
正
一
四
年
決
定

　
甲
府
地
方
裁
判
所
の
⑧
大
正
一
四
年
決
定
（
原
本
）
に
つ
い
て
、
幾
ら
か
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
訴
訟
費
用
額
確
定
決
定
は
、
一

見
些
事
を
扱
う
よ
う
で
あ
る
が
、
訴
訟
費
用
が
本
件
訴
訟
事
件
の
終
盤
の
争
点
と
な
っ
て
い
た
。

　
本
調
査
の
結
果
、
⑧
決
定
は
X
の
負
担
す
べ
き
訴
訟
費
用
額
と
し
て
二
四
一
円
七
一
銭
余
の
弁
済
を
命
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
X
の
損
害
賠
償
認
容
額
七
二
円
六
〇
銭
と
比
し
て
も
多
額
で
あ
り
、
従
来
「
相
当
の
訴
訟
費
用
も
か
か
り
手
元
に
は
あ
ま
り
残
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（
2
7
）

ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
伝
え
ら
れ
た
本
件
訴
訟
の
帰
結
を
、
具
体
的
に
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
件
判
決
原
本
に
は
、
訴
訟
費
用
額
確
定
手
続
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
費
用
計
算
書
が
本
決
定
に
添
付
さ
れ
て
は
い
な
い
た
め
、

各
当
事
者
の
支
出
し
た
訴
訟
費
用
の
総
額
、
費
用
項
目
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
判
決
文
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
原
告
の
負
担
額
が
こ
れ
ほ
ど
嵩
ん
だ
二
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
国
を
相
手
取
っ
た
長
期
に
亘
る
裁
判
に
お
い
て
、

立
証
と
り
わ
け
当
事
者
双
方
の
申
立
に
よ
る
数
次
の
鑑
定
等
が
訴
訟
費
用
を
高
額
と
し
た
だ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
鑑
定
は
、
（
i
）
旗

掛
松
の
枯
死
の
原
因
（
煤
煙
の
害
毒
が
松
樹
の
生
存
期
間
を
短
縮
し
た
か
）
、
（
・
1
1
）
損
害
評
価
額
、
（
…
m
）
信
玄
公
伝
説
の
真
偽
を
め

ぐ
っ
て
樹
齢
－
一
六
〇
か
ら
一
七
〇
年
相
当
、
即
ち
武
田
信
玄
時
代
の
樹
で
は
な
い
と
さ
れ
た
ー
、
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
て
お

り
、
他
に
も
第
一
審
裁
判
所
に
よ
る
検
証
、
旗
掛
松
の
由
緒
（
口
碑
）
の
存
在
に
関
す
る
証
人
尋
間
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
第

二
に
、
損
害
賠
償
請
求
額
一
五
〇
〇
円
に
対
し
て
認
容
額
七
二
円
六
〇
銭
は
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
ず
、
そ
の
内
訳
も
慰
籍

料
が
五
〇
円
で
あ
り
、
原
告
勝
訴
と
い
っ
て
も
名
目
的
な
損
害
賠
償
に
す
ぎ
な
か
っ
た
結
果
、
事
実
認
定
に
か
か
る
総
費
用
の
十
分

の
九
が
原
告
の
負
担
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
⑦
は
原
告
が
訴
訟
費
用
負
担
の
点
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
）
。
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一
本
件
判
決
原
本
に
関
す
る
若
干
の
考
察

　
本
調
査
に
よ
っ
て
甲
府
地
方
裁
判
所
の
本
件
判
決
原
本
の
現
存
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、

う
な
意
義
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
。

先
行
調
査
研
究
と
の
関
係
で
は
ど
の
よ
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信
玄
公
旗
掛
松
事
件
の
研
究
史
に
お
い
て
、
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
の
所
在
は
従
来
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
か
っ

た
。
戦
災
で
判
決
原
本
等
の
記
録
が
焼
失
し
た
、
と
広
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
り
、
そ
の
無
理
か
ら
ぬ
条
件
と
し
て
昭
和
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
×
2
9
）

○
年
七
月
七
日
の
甲
府
空
襲
の
被
害
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
仮
に
判
決
原
本
が
探
査
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
件
の
裁
判
経
過
を
前

提
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
終
結
年
別
で
編
綴
さ
れ
た
本
件
簿
冊
に
行
き
着
く
の
は
少
し
く
困
難
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
、

原
告
（
清
水
倫
茂
）
の
ご
親
族
（
原
告
家
の
当
主
）
で
あ
ら
れ
る
清
水
五
郎
氏
の
保
管
下
に
、
判
決
正
本
等
の
裁
判
記
録
一
式
が
現

　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
（
32
）

存
し
た
こ
と
は
、
先
行
調
査
研
究
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

　
筆
者
は
、
従
来
の
先
行
調
査
研
究
は
原
告
由
来
の
判
決
正
本
等
資
料
に
依
拠
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
判
決
原
本
が
基
礎
資
料

と
し
て
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
理
由
ー
い
ず
れ
も
傍
証
で
あ
り
、
本
調
査
が
原
告
由
来
の
正
本
に
照
ら
し
て
先
行

調
査
を
検
証
し
て
い
な
い
こ
と
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
ー
は
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
先
行
調
査
研
究
の
中
で
、
本
件
裁
判
経

過
に
関
し
て
、
甲
府
地
方
裁
判
所
の
大
正
一
四
年
決
定
（
⑧
）
に
触
れ
た
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
判
決
原

本
と
先
行
調
査
研
究
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
き
た
裁
判
全
文
と
を
照
合
す
る
作
業
に
お
い
て
、
各
再
現
に
は
共
通
し
て
、
原
本
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

載
と
合
致
し
な
い
用
語
を
使
用
し
た
箇
所
の
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
管
見
に
よ
れ
ば
、
本
件
判
決
原
本
に
依
拠
し
た
調
査
は
い
ま
ま
で
に
見
あ
た
ら
ず
、
本
調
査
が
最
初
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
　
お
わ
り
に

最
後
に
、
本
調
査
を
実
施
し
て
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
当
該
判
決
原
本
自
体
が
既
に
少
な
く
と
も
延
べ
二
人
（
同
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一
人
か
は
自
明
と
い
え
な
い
）
の
目
に
と
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
よ
う
。
第
一
の
痕
跡
は
、
簿
冊
a
冒
頭
の
「
民
事
訴
訟
判
決
決

定
命
令
原
本
目
録
」
中
の
本
件
欄
外
に
の
み
、
赤
色
波
線
（
赤
ボ
ー
ル
ペ
ン
か
）
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
目
印
は
、

簿
冊
a
三
四
一
丁
上
部
に
、
着
脱
式
糊
つ
き
付
箋
（
黄
色
）
の
貼
付
が
あ
り
、
几
帳
面
な
筆
致
で
「
信
玄
公
旗
掛
の
松
判
決
」
の
九

字
が
赤
ボ
ー
ル
ペ
ン
様
の
筆
記
具
で
記
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
付
箋
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
状
態
も
ご
く
新
し
い
こ
と
か
ら
、
平
成
四

年
の
事
件
記
録
等
保
存
規
定
の
改
正
以
降
平
成
七
年
夏
の
大
学
移
管
完
了
ま
で
の
作
業
過
程
で
著
名
事
件
の
判
決
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
、
注
意
を
促
す
目
印
が
付
さ
れ
た
の
か
と
憶
測
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
ま
だ
確
定
的
な
回
答
に
尋
ね
当
た
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
本
調
査
が
及
ば
な
か
っ
た
点
は
多
い
が
、
次
の
二
点
だ
け
を
述
べ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
本
調
査
は
、
原
告
由
来
の

判
決
正
本
等
資
料
を
調
査
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
先
行
調
査
研
究
を
吟
味
す
る
過
程
で
は
、
こ
れ
ら
が
依
拠
し
た
と
想
定
さ
れ
る

底
本
像
を
判
決
原
本
と
突
き
合
わ
せ
る
作
業
に
従
事
し
た
が
、
（
現
時
点
で
の
）
判
決
正
本
に
照
ら
し
て
先
行
研
究
を
検
証
す
る
仕
事

は
行
っ
て
い
な
い
（
そ
も
そ
も
判
決
原
本
は
、
一
塊
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
例
外
的
に
時
間
的
変
化
に
曝
さ
れ
て
い
な
い
原
資
料

で
あ
る
こ
と
を
調
査
の
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
判
決
原
本
と
正
本
の
照
合
は
（
可
能
だ
と
し
て
も
）
次
の
過
程
で
あ
り
、
今
回

は
甲
府
地
方
裁
判
所
の
裁
判
を
原
本
か
ら
再
現
し
て
お
く
。
後
掲
【
資
料
】
を
参
照
）
。
第
二
に
、
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今

回
の
原
本
の
「
発
見
」
は
、
正
本
自
体
は
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
先
行
調
査
研
究
の
価
値
を
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
え
な
い
。
原

告
由
来
の
判
決
正
本
を
含
む
多
種
多
様
な
裁
判
資
料
の
再
調
査
を
は
じ
め
、
現
地
踏
査
に
よ
る
丹
念
な
資
料
発
掘
は
別
の
研
究
に
譲

り
た
い
。
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結

論

信
玄
公
旗
掛
松
事
件
に
関
す
る
判
決
原
本
を
調
査
し
た
結
果
、
判
明
し
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

ω
　
本
調
査
に
お
い
て
、
本
件
の
民
事
判
決
原
本
が
含
ま
れ
る
簿
冊
と
し
て
、
計
四
冊
の
存
在
が
確
認
で
き
た
。
と
く
に
、
第
一

　
　
審
（
甲
府
地
方
裁
判
所
）
の
判
決
原
本
の
所
在
は
従
来
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈹
　
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
本
件
の
一
連
の
裁
判
を
分
析
し
た
結
果
、
本
件
の
裁
判
経
過
に
つ
い
て
、

　
　
従
来
知
ら
れ
た
大
正
二
二
年
ま
で
の
六
判
決
と
一
決
定
に
加
え
て
、
甲
府
地
方
裁
判
所
の
大
正
一
四
年
訴
訟
費
用
額
確
定
決

　
　
定
が
判
明
し
た
。

㈲
　
大
正
一
四
年
訴
訟
費
用
額
確
定
決
定
の
内
容
か
ら
、
本
件
で
は
最
終
的
に
、
原
告
が
損
害
賠
償
認
容
額
の
約
三
・
三
倍
に
の

　
　
ぼ
る
訴
訟
費
用
の
負
担
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
。
こ
の
訴
訟
事
件
の
帰
結
は
、
原
告
の
子
孫
に
口

　
　
承
さ
れ
た
と
い
う
内
容
と
符
合
し
て
い
た
。

㈲
　
従
来
の
先
行
調
査
研
究
は
、
原
告
由
来
の
判
決
正
本
に
依
拠
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
先
行
調
査
研
究
の
内
容
と
判
決
原

　
　
本
と
を
対
照
し
て
考
察
し
た
結
果
、
本
調
査
以
外
に
は
、
公
表
さ
れ
た
調
査
研
究
で
判
決
原
本
を
基
礎
資
料
と
す
る
調
査
は

　
　
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

113



「信玄公旗掛松」事件研究史に新しい発見

21　パパ543）））

（
6
）

（
7
）

　
注

　
民
録
二
五
輯
三
五
六
頁
、
三
六
四
頁
。

　
本
件
の
原
審
（
東
京
控
訴
院
大
正
七
年
七
月
二
六
日
判
決
（
新
聞
一
四
六
一
号
一
八
頁
）
）
は
、
「
権
利
ノ
濫
用
」
の
語
を
明
示
的
に
用

い
て
い
る
。

　
大
審
院
大
正
五
年
二
一
月
二
二
日
（
民
録
二
二
輯
二
四
七
四
頁
）
。

　
大
審
院
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
五
日
（
民
集
一
四
巻
一
九
六
五
頁
）
。

　
三
瀦
信
三
（
判
批
）
『
法
学
協
会
雑
誌
』
三
七
巻
八
号
（
大
正
八
年
）
七
二
頁
、
末
川
博
「
権
利
の
濫
用
に
関
す
る
一
考
察
ー
煤
煙

ノ
隣
地
二
及
ホ
ス
影
響
ト
権
利
行
使
ノ
範
囲
」
『
法
学
論
叢
』
一
巻
六
号
（
大
正
八
年
）
八
五
頁
。

　
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
性
概
念
に
つ
い
て
、
末
川
博
・
権
利
侵
害
論
（
昭
和
五
年
）
四
五
五
頁
以
下
、
我
妻
栄
・
事
務
管
理
・
不
当

利
得
・
不
法
行
為
（
昭
和
一
三
年
）
一
二
五
頁
以
下
、
等
。
権
利
濫
用
論
に
関
し
て
は
、
末
川
博
博
士
の
一
連
の
研
究
が
「
権
利
濫
用
の

研
究
」
（
昭
和
二
四
年
）
に
集
め
ら
れ
て
い
る
（
学
説
史
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
青
山
道
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
権
利
濫
用
理
論
の
発
展
」

末
川
古
稀
・
権
利
の
濫
用
上
（
昭
和
三
七
年
）
、
菅
野
耕
毅
「
権
利
濫
用
理
論
」
民
法
講
座
一
（
昭
和
五
九
年
）
等
を
参
照
）
。

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
大
審
院
大
正
八
年
判
決
と
そ
の
原
審
判
決
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
た
（
前
記
注
（
1
）
、
（
2
）
）
。
第
一
審

判
決
以
降
の
一
連
の
判
決
・
決
定
を
調
査
、
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
東
孝
行
「
裁
判
過
程
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
の
展
開
－
信
玄
公
旗
掛
松
事
件
の
諸
判
決
を
中
心
と
し
て
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
三
五

七
号
（
昭
和
五
三
年
）
四
－
二
二
頁
［
東
一
九
七
八
］
、
東
「
不
朽
の
旗
掛
松
」
『
法
曹
』
三
四
七
（
昭
和
五
四
年
）
二
二
－
二
九
頁
（
甲

府
地
・
家
裁
広
報
誌
『
こ
う
ふ
』
一
二
五
～
一
二
八
号
（
昭
和
五
三
年
）
に
初
出
）
［
東
一
九
七
九
］
、
川
井
健
「
信
玄
公
旗
掛
松
事
件
」

末
川
追
悼
・
法
と
権
利
一
、
『
民
商
法
雑
誌
』
七
八
巻
臨
時
増
刊
一
号
（
昭
和
五
三
年
）
九
九
ー
一
一
九
頁
［
川
井
一
九
七
八
］
（
川
井
・

民
法
判
例
と
時
代
思
潮
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
六
年
）
二
四
一
－
二
七
九
頁
に
所
収
）
。

　
東
裁
判
官
、
川
井
教
授
の
調
査
に
時
間
的
に
先
行
す
る
論
文
と
し
て
、
江
川
義
治
「
信
玄
公
旗
掛
松
訴
訟
事
件
に
関
す
る
調
査
記
録
」

『
法
務
情
報
』
（
日
本
国
有
鉄
道
総
裁
室
法
務
課
）
一
四
一
号
（
昭
和
五
〇
年
）
一
－
三
六
頁
が
あ
る
。
な
お
、
東
論
文
ロ
九
七
八
］
七

頁
注
四
、
一
三
頁
が
言
及
す
る
、
林
貞
夫
「
旗
掛
松
の
最
後
」
『
文
化
人
』
二
巻
一
一
～
一
三
号
は
筆
者
未
見
で
あ
る
。

　
郷
土
史
の
観
点
か
ら
、
新
藤
東
洋
男
・
甲
斐
路
の
夜
明
け
　
　
「
信
玄
旗
掛
松
事
件
」
と
そ
の
社
会
的
背
景
（
創
研
出
版
、
平
成
二
年
）

一
三
六
ー
一
八
八
頁
は
、
原
告
清
水
倫
茂
お
よ
び
訴
訟
代
理
人
藤
巻
嘉
一
郎
に
関
す
る
調
査
を
含
ん
で
貴
重
で
あ
る
。
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（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）

　
本
件
第
一
審
判
決
へ
の
関
心
は
、
東
孝
行
「
公
害
と
権
利
濫
用
論
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
二
九
四
号
（
昭
和
四
八
年
）
八
頁
注
九
に
表

明
さ
れ
て
い
た
。
よ
り
広
い
意
味
で
は
、
お
そ
ら
く
、
本
件
事
件
が
公
害
（
大
気
汚
染
訴
訟
）
、
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
に
関
す
る
先
駆
的
裁
判

（
中
川
善
之
助
「
信
玄
公
旗
立
ノ
松
事
件
－
企
業
責
任
へ
の
踏
み
出
し
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
〇
号
（
昭
和
三
七
年
）
五
八
－
五
九
頁
、

四
宮
和
夫
「
『
生
活
妨
害
』
の
法
理
」
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
三
七
年
六
月
一
六
日
記
事
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
と
無
縁

で
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
東
京
大
学
法
学
部
で
、
民
事
判
決
原
本
の
学
術
的
利
用
の
た
め
の
供
覧
制
度
が
始
動
し
た
の
は
、
平
成
九
年
八
月
で
あ
る
。
本
調
査
は
、

手
続
き
の
運
用
開
始
に
合
わ
せ
て
計
画
、
平
成
九
年
九
月
三
日
に
実
施
し
た
。
（
民
事
判
決
原
本
の
大
学
へ
の
移
管
の
経
緯
、
と
く
に
平

成
七
年
七
月
の
受
入
完
了
後
の
保
存
状
態
（
簿
冊
単
位
）
調
査
実
施
と
、
そ
の
整
理
終
了
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
学
術
的
調
査
研
究
の
た

め
の
供
覧
に
つ
い
て
、
青
山
善
充
「
民
事
判
決
原
本
の
保
存
と
利
用
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
七
八
号
（
平
成
七
年
）
五
－
九
頁
を
参
照
。
）

　
本
件
の
判
決
原
本
等
を
収
め
る
簿
冊
の
表
題
（
括
弧
内
八
桁
の
数
字
は
、
大
学
で
受
入
整
理
時
に
簿
冊
特
定
の
た
め
に
付
さ
れ
た
保
管

番
号
）
お
よ
び
該
当
丁
数
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
表
紙
の
「
史
料
」
の
文
字
は
、
移
管
時
に
各
保
存
裁
判
所
に
お
い
て
朱
記
さ

れ
た
。

　
簿
冊
a
一
史
料
「
大
正
拾
四
年
終
結
分
　
判
決
原
本
　
第
二
冊
」
ロ
6
㌣
？
2
旨
］
三
四
一
圭
一
天
二
丁

　
簿
冊
b
“
史
料
「
大
正
七
年
一
月
～
六
月
　
民
事
控
訴
事
件
判
決
原
本
　
東
京
控
訴
院
民
事
第
一
部
」
ロ
6
？
？
忠
G
。
巳
五
三
二
丁

　
簿
冊
c
”
史
料
「
大
正
七
年
七
月
～
一
二
月
　
民
事
控
訴
事
件
判
決
原
本
　
東
京
控
訴
院
民
事
第
一
部
」
［
緊
8
－
？
忠
。
。
①
］
七
〇
〇

　
　
　
　
　
～
七
〇
五
丁

　
簿
冊
d
”
史
料
「
大
正
十
一
年
一
月
～
六
月
　
民
事
控
訴
事
件
判
決
原
本
　
東
京
控
訴
院
民
事
第
二
部
」
ロ
6
？
。
－
8
昌
］
一
七
八

　
　
　
　
　
～
一
八
一
丁

　
大
審
院
お
よ
び
最
高
裁
判
所
の
判
決
原
本
は
、
下
級
裁
判
所
の
民
事
判
決
原
本
の
移
管
後
も
引
続
き
最
高
裁
判
所
で
保
管
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
、
筆
者
は
本
件
上
告
審
た
る
大
審
院
大
正
八
年
三
月
三
日
の
判
決
原
本
も
確
認
し
て
い
る
。
「
大
審
院
民
事
判
決
原
本
　
大
正

八
年
三
月
分
四
冊
の
一
」
の
六
番
目
の
判
決
原
本
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
（
因
み
に
、
当
該
判
決
原
本
簿
冊
に
は
、
昭
和
四
九
年
五
月
一
百

最
高
裁
判
所
新
庁
舎
に
行
幸
啓
の
折
天
覧
等
に
供
さ
れ
た
旨
の
付
記
が
見
ら
れ
る
。
）

　
判
決
の
「
原
本
」
、
す
な
わ
ち
こ
れ
に
基
づ
い
て
判
決
言
渡
し
を
す
る
判
決
書
は
判
決
を
行
っ
た
裁
判
官
が
署
名
捺
印
し
（
明
治
≡
二

年
民
事
訴
訟
法
第
二
三
四
条
、
二
三
七
条
一
項
）
、
言
渡
し
後
は
裁
判
所
書
記
官
に
交
付
す
る
（
同
法
二
・
三
項
）
。
「
謄
本
」
・
「
正
本
」
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（
2
6
）

は
、
判
決
原
本
に
基
づ
い
て
書
記
官
が
作
成
・
認
証
す
る
書
類
で
あ
る
（
二
一
二
九
条
二
項
）
。
明
治
壬
二
年
法
で
は
、
上
訴
完
結
後
、
上

訴
審
判
決
の
謄
本
が
、
訴
訟
記
録
に
添
付
さ
れ
て
第
一
審
裁
判
所
書
記
官
に
返
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
四
三
一
条
二
項
、
四
五

四
条
八
号
V
。
各
訴
訟
当
事
者
に
は
、
正
本
が
送
達
さ
れ
る
（
二
三
八
条
）
。
［
新
民
訴
二
五
二
、
二
五
四
、
二
五
五
条
、
新
民
訴
規
一
五

七
、
一
五
八
、
一
八
五
条
を
比
較
参
照
さ
れ
た
い
。
］

　
原
本
（
簿
冊
a
三
四
一
～
三
四
八
丁
）
。

　
中
間
判
決
の
一
種
と
し
て
、
請
求
の
原
因
お
よ
び
数
額
に
争
い
の
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
数
額
の
審
理
を
後
に
残
し
て
、
権
利
関
係
の

発
生
・
存
続
の
要
件
の
存
在
を
ま
ず
肯
定
す
る
判
決
（
原
因
判
決
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
は
、
原
因
判
決

に
対
す
る
独
立
の
上
訴
を
認
め
て
い
た
（
二
二
八
条
一
項
、
同
条
二
項
・
三
九
六
条
）
。
［
新
民
訴
二
四
五
条
、
二
八
丁
二
八
三
条
を
参

照
。
］

　
原
本
（
簿
冊
b
五
三
二
丁
）
。

　
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
は
閾
席
判
決
の
制
度
（
二
四
六
条
以
下
）
を
設
け
て
お
り
、
控
訴
審
期
日
に
お
け
る
控
訴
人
の
不
出
頭
の
場

合
に
控
訴
棄
却
の
闘
席
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
四
二
八
条
）
。

　
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
二
五
五
・
二
六
〇
条
参
照
。

　
原
本
（
簿
冊
c
七
〇
〇
～
七
〇
五
丁
）
、
謄
本
（
簿
冊
a
三
四
九
～
三
五
五
丁
）
。

　
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
二
六
一
条
参
照
。

　
謄
本
（
簿
冊
a
三
五
六
～
三
六
七
丁
）
。
原
本
に
つ
い
て
、
注
（
1
1
）
を
参
照
。

　
原
本
（
簿
冊
a
三
六
八
～
三
七
三
丁
）
Q

　
原
本
（
簿
冊
d
一
七
八
～
一
八
一
丁
）
、
謄
本
（
簿
冊
a
三
七
四
～
三
七
九
丁
）
。

　
謄
本
（
簿
冊
a
三
八
O
～
三
八
一
丁
）
。

　
原
本
（
簿
冊
a
三
八
二
丁
）
。

　
明
治
二
一
二
年
民
事
訴
訟
法
は
、
訴
訟
費
用
の
負
担
額
の
確
定
は
、
そ
の
負
担
の
裁
判
（
本
件
で
は
⑥
）
が
執
行
力
を
生
じ
た
後
に
、
第

一
審
の
受
訴
裁
判
所
が
決
定
を
も
っ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
（
八
四
～
八
六
条
参
照
）
。
［
新
民
訴
七
一
条
一
項
は
、
訴
訟
費
用
額
の
確

定
手
続
を
第
一
審
裁
判
所
の
書
記
官
が
行
う
と
定
め
る
。
］

　
甲
府
地
方
裁
判
所
の
判
決
原
本
（
簿
冊
a
）
は
、
大
正
一
四
年
度
終
結
分
と
い
う
表
題
の
下
に
、
本
件
に
つ
い
て
大
正
一
四
年
九
月
二
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（
2
9
）

（
3
0
）

（
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）

（
32
）

（
3
3
）

八
日
の
⑧
決
定
を
最
後
と
し
て
、
次
の
三
八
三
丁
か
ら
は
⑧
と
同
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
別
事
件
の
闘
席
判
決
を
綴
じ
て
い
る
。
手
続
上

は
、
訴
訟
費
用
額
確
定
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
は
な
お
可
能
で
あ
る
（
明
治
二
三
年
民
事
訴
訟
法
八
五
条
三
項
）
。

　
江
川
義
治
「
信
玄
公
旗
掛
松
訴
訟
事
件
に
関
す
る
調
査
記
録
」
（
前
掲
注
（
7
）
）
六
頁
。

　
続
司
法
沿
革
誌
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
、
昭
和
三
八
年
）
は
、
昭
和
二
〇
年
七
月
七
日
の
記
事
に
、
甲
府
地
方
裁
判
所

等
が
戦
火
に
よ
り
全
焼
、
記
録
、
登
記
簿
等
の
大
部
分
を
焼
失
し
た
旨
記
載
す
る
（
＝
二
二
頁
。
三
三
六
頁
以
下
、
八
月
三
一
日
空
襲
罹

災
被
害
状
況
調
べ
（
全
国
）
も
参
照
）
。
但
し
、
本
件
薄
冊
の
保
存
状
態
は
良
好
で
、
外
形
上
罹
災
を
思
わ
せ
る
損
傷
や
補
綴
の
痕
跡
は

み
ら
れ
な
い
。
焼
失
し
た
記
録
薄
冊
を
「
再
製
」
し
た
例
も
全
国
に
は
あ
る
よ
う
だ
が
（
同
書
三
三
七
頁
）
、
本
件
判
決
原
本
の
体
裁
、

と
く
に
裁
判
官
の
署
名
捺
印
、
書
記
官
の
領
収
記
載
、
複
次
の
丁
数
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
一
件
記
録
と
し
て
使
用
後
、
保
管
の
た
め

再
綴
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
）
か
ら
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
疎
開
保
管
さ
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
注
の
如
き
状
況
下
で
、
実
際
に
は
、
甲
府
裁
判
所
を
保
存
裁
判
所
と
し
た
判
決
原
本
簿
冊
は
三
三
〇
冊
、
う
ち
表
題
か
ら
同
地
裁
を

判
決
裁
判
所
（
控
訴
審
と
し
て
の
も
の
を
含
む
）
と
す
る
と
さ
れ
る
も
の
約
一
七
〇
冊
が
、
現
在
東
京
大
学
（
全
体
で
約
九
千
冊
を
受
入

れ
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　
長
坂
町
郷
土
資
料
館
第
三
回
企
画
展
「
長
坂
と
鉄
道
」
第
二
部
「
日
野
春
駅
　
信
玄
公
旗
掛
松
事
件
」
（
平
成
九
年
）
展
示
資
料
目
録

に
原
告
由
来
の
判
決
・
資
料
の
一
覧
が
あ
る
。

　
川
井
論
文
［
一
九
七
八
］
一
一
九
頁
、
東
論
文
［
一
九
七
九
］
二
九
頁
に
調
査
協
力
者
と
し
て
お
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
上
野
源
次
氏
（
甲

府
地
方
裁
判
所
民
事
訟
廷
管
理
官
（
当
時
）
）
に
は
、
清
水
五
郎
氏
の
資
料
提
供
の
経
緯
に
関
す
る
回
想
録
（
「
信
玄
公
旗
掛
の
松
－
広

報
こ
ぼ
れ
書
き
」
青
山
（
平
成
九
年
）
一
八
二
～
一
八
九
頁
（
『
こ
う
ふ
』
裁
判
所
制
度
百
周
年
記
念
特
集
号
（
平
成
二
年
）
に
初
出
）
）

が
あ
る
。

　
江
川
論
文
（
前
掲
注
（
7
）
）
二
頁
に
よ
れ
ば
、
被
告
側
で
あ
る
国
鉄
（
当
時
）
に
は
本
件
訴
訟
の
記
録
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
、
と

さ
れ
る
。

　
本
来
、
判
決
正
本
は
、
判
決
原
本
の
完
全
な
転
写
で
あ
っ
て
そ
の
間
に
齪
齪
の
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
が
、
本
件
当
時
、
毛
筆
手
書

き
の
原
本
に
基
づ
き
手
写
し
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
誤
転
記
の
可
能
性
が
皆
無
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
「
判
決
」
に
は
、
判

読
し
難
い
箇
所
の
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
川
井
論
文
口
九
七
八
］
一
〇
一
注
四
）
。
再
現
さ
れ
た
記
録
の
底
本
の
同
定

が
間
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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各
先
行
調
査
研
究
の
記
録
内
容
は
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
細
か
な
表
記
に
つ
き
再
現
上
の
僅
か
な
差
異
が
相
互
に

　
　
あ
る
ほ
か
、
一
部
に
は
誤
字
と
思
わ
れ
る
表
記
が
み
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
川
論
文
（
前
掲
注
（
7
）
）
一
二
頁
、
東
論
文
口
九
七

　
　
八
］
二
一
頁
、
川
井
論
文
口
九
七
八
］
一
〇
七
頁
、
新
藤
論
文
（
前
掲
注
（
7
）
）
一
六
七
頁
が
共
通
し
て
「
複
線
」
と
再
現
し
た
一

　
　
語
は
、
原
本
で
は
「
複
線
路
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
34
）
　
法
曹
会
創
立
百
周
年
記
念
写
真
集
　
司
法
の
一
〇
〇
年
（
法
曹
会
、
平
成
三
年
）
六
〇
頁
は
「
信
玄
公
旗
掛
の
松
訴
訟
」
の
紹
介
に
お

　
　
い
て
、
「
各
審
級
の
判
決
書
（
写
）
」
と
し
て
写
真
一
四
七
番
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
写
真
の
各
判
決
の
書
体
は
原
本
と
一
致
し
な
い
。

　
　
「
中
間
判
決
」
の
右
欄
外
に
見
え
る
送
達
事
項
の
記
載
な
ど
か
ら
、
原
告
由
来
の
正
本
（
お
そ
ら
く
は
そ
の
機
械
複
写
）
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
（
写
真
提
供
者
に
関
し
て
、
上
野
氏
回
想
録
（
注
（
31
）
を
も
参
照
。
）

＊
　
本
稿
は
、
平
成
九
年
九
月
の
調
査
終
了
時
に
東
京
大
学
法
学
部
に
対
し
て
提
出
し
た
資
料
、
お
よ
び
「
法
と
裁
判
」
近
代
化
研
究
会
に
お
け

る
報
告
（
平
成
九
年
一
二
月
六
日
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
拙
報
告
は
、
林
田
・
石
井
・
青
山
編
図
説
判
決
原
本
の
遺
産
（
信
山
社
、
平
成
一
〇
年
）

六
一
頁
［
和
仁
陽
］
が
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

＊
＊
　
本
調
査
に
お
い
て
利
用
し
た
甲
府
地
方
裁
判
所
・
東
京
控
訴
院
と
大
審
院
の
各
民
事
判
決
原
本
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
ご
配
慮
を
賜
っ
た
東

京
大
学
法
学
部
（
法
学
部
長
青
山
善
充
教
授
［
現
成
践
大
学
教
授
］
）
、
最
高
裁
判
所
（
事
務
総
局
総
務
局
お
よ
び
第
二
訟
廷
事
務
室
）
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
る
。

　
東
京
大
学
で
の
調
査
は
保
存
管
理
の
任
に
あ
た
ら
れ
た
和
仁
陽
助
教
授
（
東
京
大
学
）
の
立
ち
会
い
と
、
宮
平
真
弥
講
師
（
流
通
経
済
大
学
）

の
真
摯
な
ご
協
力
を
得
て
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
法
務
課
長
杉
山
信
利
氏
）
、
長
坂
町
郷
土
資
料
館
（
澤
谷
滋
子

氏
）
か
ら
資
料
の
提
供
を
受
け
た
。
江
川
義
治
氏
、
林
仁
氏
、
上
野
源
次
氏
か
ら
は
貴
重
な
情
報
を
頂
い
た
。
以
上
の
方
々
に
心
か
ら
の
感
謝
を

表
す
る
。

　
前
記
「
法
と
裁
判
」
近
代
化
研
究
会
に
お
い
て
賜
っ
た
ご
教
示
、
と
り
わ
け
石
井
紫
郎
教
授
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
、
瀬
川
信
久

教
授
（
北
海
道
大
学
）
の
ご
指
導
が
な
け
れ
ば
文
字
通
り
の
拙
稿
と
い
え
ど
も
成
立
し
な
か
っ
た
。
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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＊
＊
＊
　
後
掲
【
資
料
】
で
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
判
決
文
の
表
記
の
一
部
を
省
略
し
て
い
る
。
但
し
、
本
件
原
告
の
氏
名

に
つ
い
て
は
、
本
件
が
公
式
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
年
の
先
行
研
究
が
明
示
し
て
調
査
を
行
い
周
知
の
事
実
と

な
っ
て
い
る
経
緯
か
ら
、
伏
せ
て
い
な
い
。

瀬・晦醐噸陣嚇鵬
〆

蜘
薪

郵
『

レマア

炉
　
“
・
凄
華
垂

蜘

’
、
歎
、
．

摯鱒

　ツ
悪、

　　　慧　　　津墾
　　騨脚幡

東洋法学

き
婁
霧
藝
蕃
ー
多
霧
響

舞
薫
類
．
．
摩
ズ
艶
ー
．
，
．
雌

胆
、
蓄
躍
麟
羅

　
　
　
一
　
　
　
織
蘇
魚
考
纒
～

響
騨
　
鐵
．
．
嶺
噸
糟
鍬

鱒揮

へ’譲謹灘甥麟

．
軸

　　　　　甑

皿　竃
、

＿滋穐、

ヤ

瓢
：

蜘
．
’

賦

　
　
　
．
繋
餐
騨
．

　
　
　
　
　
　
　
豫
撃
翫
峯
評

　
　
　
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
｝
　
　
唖
嚇
　
　
榊

　
　
　
　
　
　
　
潮
磯
鐘
凄

燐
斎
亨
　
　
　
謬
　
多
　
愛
穐
幾

鵜
魂
稔
妻
婁
幸
釜
慈
跳
馬
玄

奪
乱
季
　
　
禽
　
　
夢
戴
　
》
ギ
禽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

姦
募
『
ー
　
～
塾

薄
駕
驚
鞭
糠
諮
姦
膨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩

　
　
　
．
垂
葦
轟
睾
　
拙
　
…
　
雛

　
　
　
　
　
　
ず

　
　
　
　
奪
も
繁

　
奪
憲
響
糠
　
．
垂
曳
　
藍
皿
多
艶
　
　
蟹
摯

　
撃
峯
蓼
　
露
　
事
挽
舞
擁
　
み
轡
　
　
》

嘗

轡
鍵
．
避
麟
．
騰
響
蟻

肥
尋
箋
薪
　
憂
毒
㌦
麟
’

蓬

鞭聲叢1、、1’響錘i認蟹

　写真2　甲府地方裁判所大正七年一月三一日判決原本の

　　　冒頭部
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「信玄公旗掛松」事件研究史に新しい発見

【
資
　
料
】

（
1
）
　
甲
府
地
方
裁
判
所
大
正
七
年
一
月
三
一
日

　
　
判
決
（
大
正
六
年
（
ワ
）
［
号
）

中
　
間
　
判
　
決

山
梨
縣
北
巨
摩
郡
甲
村
　
平
民
農

原
告
　
清
水
倫
茂

右
訴
訟
代
理
人
辮
護
士

　
　
　
藤
巻
嘉
一
郎

被
告
　
国

右
法
定
代
理
人

　
　
鐡
道
院
総
裁
　
男
爵

　
　
　
後
藤
新
平
」
三
四
一
丁
表

　
右
指
定
代
表
者
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鐵
道
院
参
事

　
中
原
東
吉

同

同
　
　
書
記

　
岩
瀬
修
治

東洋法学
右
當
事
者
間
ノ
大
正
六
年
（
ワ
）
第
一
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
二
付
キ
當
裁
判
所
ハ
辮
論
ヲ
請
求
ノ
原
因
ノ
ミ
ニ
制
限
シ
テ
中
間
判

決
ヲ
為
ス
コ
ト
左
ノ
如
シ
」
三
四
一
丁
裏

　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
文

原
告
ノ
本
訴
請
求
ノ
原
因
ハ
正
当
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
実

原
告
訴
訟
代
理
人
ハ
一
定
ノ
申
立
ト
シ
テ
被
告
ハ
原
告
二
対
シ
金
壱
千
五
百
円
ヲ
支
沸
フ
ヘ
シ
訴
訟
費
用
ハ
被
告
ノ
負
担
ト
ス
ト
ノ

判
決
ヲ
求
メ
請
求
原
因
ト
シ
テ
原
告
所
有
ノ
北
巨
摩
郡
日
野
春
村
字
［
略
］
第
［
略
」
番
原
野
内
二
一
千
有
余
年
ヲ
経
過
セ
ル
老
大

松
樹
ア
リ
テ
尚
今
後
幾
百
年
ノ
生
ヲ
保
有
ス
ヘ
キ
カ
豫
メ
測
リ
」
三
四
〒
表
　
難
キ
生
氣
ヲ
有
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
元
来
此
地
ハ
古
来

日
野
原
ト
称
シ
北
巨
摩
郡
ノ
中
央
高
地
二
位
シ
四
方
十
数
里
ヲ
展
望
シ
得
ヘ
ク
従
テ
往
昔
ヨ
リ
甲
斐
ノ
地
二
干
戎
ヲ
動
カ
ス
者
ノ
為

ニ
ハ
実
二
樋
要
ノ
地
タ
リ
シ
ナ
リ
今
之
ヲ
史
蹟
二
徴
ス
ル
ニ
建
久
年
中
逸
見
源
太
清
光
谷
戸
城
二
居
ヲ
占
ム
ル
ヤ
右
松
樹
上
二
物
見
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「信玄公旗掛松」事件研究史に新しい発見

櫓
ヲ
設
ケ
タ
リ
シ
以
来
甲
斐
源
氏
武
田
家
祖
先
ハ
逸
見
武
川
ノ
郷
兵
ヲ
徴
ス
ル
ニ
当
リ
必
ス
此
松
樹
ヲ
目
標
ト
シ
此
地
ヲ
集
散
所
ト

定
メ
機
山
公
信
玄
二
至
リ
テ
ハ
其
松
」
三
四
二
丁
裏
　
樹
上
二
腔
旗
ヲ
掲
ケ
以
テ
常
二
軍
事
及
ヒ
軍
略
上
ノ
指
揮
ヲ
為
シ
来
リ
タ
リ
又

治
承
年
中
武
田
太
郎
信
義
ハ
信
州
ノ
地
二
出
征
若
ク
ハ
凱
旋
ノ
場
合
ニ
ハ
又
必
ラ
ス
該
樹
上
二
旗
ヲ
掲
ケ
テ
甲
斐
全
国
二
知
ラ
シ
ム

ル
第
一
目
標
二
使
用
シ
タ
ル
カ
如
キ
ハ
其
著
シ
キ
モ
ノ
ニ
属
シ
今
尚
甲
斐
ノ
一
本
松
若
ク
ハ
旗
掛
松
ト
称
シ
ロ
碑
二
噴
々
タ
リ
原
告

ハ
此
ノ
名
木
所
在
地
ヲ
所
有
シ
老
松
ヲ
保
護
シ
以
テ
永
遠
二
之
レ
カ
生
育
維
持
ヲ
図
ル
ハ
一
家
ハ
勿
論
寧
ロ
峡
中
ノ
為
ノ
責
務
ト
シ

又
栄
誉
ト
ス
ル
」
三
四
三
丁
表
　
庭
ナ
リ
シ
ナ
リ
然
ル
ニ
去
ル
明
治
三
十
五
六
年
ノ
頃
中
央
鐡
道
ヲ
敷
設
ス
ル
ニ
當
リ
右
松
樹
生
立
地

ハ
日
野
春
停
車
場
線
路
敷
設
二
要
用
地
タ
リ
シ
モ
政
府
ハ
名
木
保
存
ノ
趣
意
ヲ
以
テ
松
樹
ヲ
去
ル
約
四
間
余
ノ
西
二
屈
曲
セ
シ
メ
テ

線
路
ヲ
敷
設
ス
ル
ニ
至
レ
リ
而
シ
テ
爾
後
其
既
設
線
路
ノ
東
方
へ
複
線
ヲ
敷
設
ス
ル
ニ
當
リ
右
松
樹
ノ
根
株
ヲ
西
二
距
ル
一
間
未
満

ノ
個
所
二
複
線
路
ヲ
敷
設
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
原
告
ハ
松
樹
ノ
保
存
到
底
覚
束
ナ
キ
ヲ
認
メ
相
當
買
上
ヲ
為
ス
カ
若
ク
ハ
枯
死
二
対
ス
ル

相
當
」
三
四
三
丁
裏
　
設
備
ヲ
要
求
シ
タ
ル
ニ
被
告
ハ
飽
迄
モ
枯
死
ノ
憂
慮
ナ
シ
ト
堅
ク
主
張
シ
原
告
ノ
要
求
ヲ
排
斥
シ
タ
リ
斯
ク
テ

日
時
ヲ
経
過
ス
ル
ニ
従
ヒ
汽
車
ノ
煤
姻
ト
震
動
二
依
リ
直
接
其
生
育
ヲ
妨
ケ
漸
次
凋
衰
ス
ル
ニ
至
リ
大
正
三
年
一
二
月
ニ
ハ
全
ク
枯

死
ス
ル
ニ
至
リ
タ
リ
右
ハ
複
線
路
敷
設
ノ
結
果
當
然
免
カ
ル
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
豫
期
シ
得
ヘ
キ
ニ
拘
ハ
ラ
ス
之
ヲ
豫
期

セ
ス
シ
テ
枯
死
セ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
全
ク
被
告
ノ
故
意
若
ク
ハ
過
失
二
基
ク
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
告
ハ
之
二
因
リ
テ
生
シ
タ

ル
」
三
四
四
丁
表
　
損
害
ノ
賠
償
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
述
へ
立
証
ト
シ
テ
甲
第
一
号
証
ノ
一
、
二
及
ヒ
甲
第
二
号
証
ヲ
提
出
シ
検
証
及

ヒ
鑑
定
ヲ
申
立
乙
第
一
号
証
乃
至
三
号
証
二
付
キ
不
知
ヲ
以
テ
答
ヘ
タ
リ

被
告
ノ
指
定
代
表
者
ハ
一
定
ノ
申
立
ト
シ
テ
原
告
ノ
請
求
ハ
之
ヲ
棄
却
ス
訴
訟
費
用
ハ
原
告
ノ
負
担
ト
ス
ト
ノ
判
決
ヲ
求
メ
答
辮
ト
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東洋法学
シ
テ
原
告
主
張
ノ
松
樹
ノ
枯
死
シ
タ
ル
事
実
及
ヒ
明
治
三
十
五
六
年
頃
本
件
松
樹
ヲ
距
ル
四
間
余
ノ
西
二
線
路
ヲ
屈
曲
セ
シ
メ
テ
敷

設
シ
其
後
又
松
樹
ノ
西
側
一
間
未
」
三
四
四
丁
裏
　
満
ノ
個
所
へ
複
線
路
ヲ
敷
設
シ
タ
ル
事
実
ハ
之
ヲ
認
ム
ル
モ
線
路
ノ
屈
曲
ハ
松
樹

保
存
ノ
為
ニ
ア
ラ
ス
又
該
松
樹
力
原
告
主
張
ノ
如
キ
歴
史
的
関
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
及
ヒ
枯
死
ノ
原
因
力
鐡
道
ノ
煤
煙
二
因
リ
タ
ル
モ

ノ
ナ
リ
ト
ノ
事
実
ハ
之
ヲ
否
認
ス
又
右
線
路
敷
設
ノ
当
時
原
告
ヨ
リ
松
樹
買
上
ノ
交
渉
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
枯
死
二
対
ス
ル
相
当

設
備
ノ
要
求
ア
リ
シ
コ
ト
ナ
シ
更
二
所
有
権
者
ハ
法
律
ノ
保
護
ス
ル
範
囲
内
二
於
テ
ノ
ミ
其
所
有
物
ヲ
使
用
収
益
威
」
三
四
五
丁
表

分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
原
告
力
此
ノ
松
樹
ヲ
枯
死
セ
シ
メ
サ
ル
カ
為
二
被
告
二
本
件
ノ
如
キ
請
求
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
権
利
ナ
シ
ト
抗
弁
ヲ
為

シ
立
証
ト
シ
テ
乙
第
一
号
証
乃
至
第
三
号
証
ヲ
提
出
シ
甲
第
一
号
証
ノ
一
、
ニ
ハ
成
立
ノ
ミ
ヲ
認
メ
甲
第
二
号
証
ハ
不
知
ヲ
以
テ
答

へ
鑑
定
ノ
申
立
ヲ
為
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
理
　
　
由

中
央
線
鐡
道
日
野
春
停
車
場
ノ
構
内
二
明
治
四
十
四
年
中
回
避
線
（
原
告
ノ
所
謂
複
線
）
」
一
一
西
五
丁
裏
　
ノ
敷
設
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
及

ヒ
右
回
避
線
二
沿
フ
タ
ル
原
告
所
有
ノ
北
巨
摩
郡
日
野
春
村
字
［
略
］
番
地
原
野
内
二
生
立
セ
ル
老
大
松
樹
力
右
回
避
線
ノ
敷
設
後

二
於
テ
枯
死
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
當
事
者
間
二
争
ナ
キ
所
ニ
シ
テ
原
告
訴
訟
代
理
人
ハ
枯
死
ノ
原
因
ヲ
一
二
回
避
線
ノ
敷
設
二
帰
ス
ト
錐

當
裁
判
所
ノ
検
証
ノ
結
果
及
ヒ
鑑
定
人
三
浦
伊
八
郎
、
土
井
藤
平
ノ
鑑
定
二
依
ル
ト
キ
ハ
軍
二
回
避
線
ノ
敷
設
ノ
為
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス

シ
テ
本
線
二
於
ケ
ル
汽
車
ノ
通
行
モ
亦
」
三
四
六
丁
表
　
多
大
ノ
素
因
ヲ
為
セ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
其
何
レ
ノ
線
路
二
於
ケ

ル
汽
車
ノ
運
轄
タ
ル
ト
ヲ
間
ハ
ス
其
機
関
車
ヨ
リ
噴
出
セ
ル
煤
煙
ノ
害
毒
二
因
リ
テ
本
件
松
樹
ヲ
枯
死
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ

ナ
ル
コ
ト
ハ
前
示
鑑
定
人
ノ
鑑
定
二
依
リ
明
自
ナ
ル
ヲ
以
テ
松
樹
二
煤
煙
ヲ
被
ラ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
被
告
国
ノ
被
用
者
二
故
意
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又
ハ
過
失
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
其
使
用
人
タ
ル
被
告
二
於
テ
別
二
免
責
ノ
事
由
ヲ
主
張
セ
サ
ル
限
リ
之
二
因
リ
テ
原
告
二
被
ラ
シ
メ
タ
ル

損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
キ
責
務
ア
リ
ト
為
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
三
四
六
丁
裏
　
依
テ
之
ヲ
案
ス
ル
ニ
権
利
行
為
ト
シ
テ
不
法
行
為
ノ
責
任
ヲ

除
却
ス
ヘ
キ
場
合
ハ
権
利
特
有
ノ
効
力
二
基
キ
其
内
容
ヲ
超
過
セ
サ
ル
限
度
二
限
ル
ヘ
ク
筍
モ
其
内
容
ヲ
超
逸
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ニ
於

テ
ハ
無
権
利
行
為
ト
シ
テ
不
法
行
為
ノ
責
任
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
本
件
ノ
場
合
二
於
テ
被
告
力
鐡
道
線
路
上
二
汽
車
ヲ
運
轄
ス
ル

コ
ト
ハ
固
ヨ
リ
其
権
利
ニ
シ
テ
煤
煙
ノ
発
散
亦
必
然
ノ
結
果
ナ
リ
ト
錐
之
二
因
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
ス
ル
コ
ト
ハ
法
ノ
認
許
セ

サ
ル
所
ナ
レ
ハ
松
樹
ヲ
枯
死
セ
シ
メ
タ
ル
」
三
四
七
丁
表
　
コ
ト
ハ
即
チ
権
利
ノ
内
容
ヲ
超
逸
シ
タ
ル
無
権
利
行
為
ナ
リ
ト
為
サ
・
ル

ヘ
カ
ラ
ス
而
テ
煤
煙
力
樹
木
ヲ
枯
死
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
豫
見
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
被
告
力
本
件
松
樹
ノ
近
傍
二
於
テ
汽
車
ノ
運
斡

ヲ
為
ス
ニ
付
テ
ハ
該
松
樹
ノ
生
存
ヲ
維
持
ス
ヘ
キ
相
當
ノ
施
設
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ニ
拘
ハ
ラ
ス
何
等
防
止
ノ
装
置
ヲ
為
サ
ス

シ
テ
徒
ラ
ニ
枯
死
二
委
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
當
該
職
責
ア
ル
被
告
ノ
被
用
者
二
過
失
ア
ル
コ
ト
勿
論
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
ハ
原
告
二
対
シ
之

二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
」
三
四
七
丁
裏
　
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
認
ム
依
テ
原
告
ノ
請
求
原
因
ヲ
正
當
ナ
リ
ト
シ
主
文
ノ

如
ク
判
決
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
正
七
年
一
月
三
十
一
日
（
十
字
削
ル
）
］

　
　
　
　
　
　
　
　
甲
府
地
方
裁
判
所
民
事
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
長
判
事
　
　
東
亀
五
郎
　
［
印
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
　
大
庭
良
平
　
「
印
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
　
高
橋
方
雄
　
［
印
］
」
三
四
八
丁
表
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（
2
）
　
甲
府
地
方
裁
判
所
大
正
一
〇
年
二
月
一
五
日
判
決

判

決

東洋法学

山
梨
縣
北
巨
摩
郡
甲
村

原
告
　
清
水
倫
茂

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

　
　
　
藤
巻
嘉
一
郎

被
告
　
國

右
代
表
者
鉄
道
大
臣

　
　
　
元
田
肇

右
指
定
代
表
者
」
三
六
八
丁
表

　
中
原
東
吉

　
有
木
虎
雄

右
當
事
者
間
ノ
大
正
六
年
（
ワ
）
第
一
號
損
害
賠
償
請
求
事
件
二
付
請
求
原
因
正
當
ナ
リ
ト
ノ
中
間
判
決
確
定
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
更
二
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数
額
二
付
當
裁
判
所
ハ
判
決
ス
ル
コ
ト
如
左

　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
文

被
告
ハ
原
告
二
封
シ
金
四
百
九
十
九
圓
ヲ
支
梯
フ
ヘ
シ

原
告
其
絵
ノ
請
求
ハ
之
ヲ
棄
却
ス
」
三
六
八
丁
裏

當
審
ノ
訴
訟
費
用
ハ
之
ヲ
十
分
シ
其
一
ヲ
原
告
其
九
ヲ
被
告
ノ
負
澹
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
実

原
告
訴
訟
代
理
人
ハ
被
告
ハ
原
告
二
封
シ
金
一
千
五
百
圓
ヲ
支
沸
フ
ヘ
シ
訴
訟
費
用
ハ
被
告
ノ
負
澹
ト
ス
ト
ノ
判
決
ヲ
求
ム
ル
旨
申

立
テ
其
事
實
ノ
要
旨
ハ
原
告
所
有
ノ
北
巨
摩
郡
日
野
春
村
字
［
略
」
第
［
略
］
番
原
野
内
二
生
立
シ
タ
ル
老
大
松
樹
ハ
既
二
一
千
有

鯨
年
ヲ
経
過
シ
尚
ホ
今
後
幾
百
年
ノ
生
ヲ
保
有
ス
ヘ
キ
カ
豫
測
シ
難
」
三
六
九
丁
表
　
キ
生
氣
ヲ
有
シ
タ
リ
此
地
ハ
古
来
日
野
原
ト
称

シ
北
巨
摩
郡
ノ
中
央
高
地
二
位
シ
四
方
十
数
里
ノ
遠
方
ヲ
展
望
シ
得
ヘ
ク
往
昔
ヨ
リ
甲
斐
ノ
地
二
於
テ
干
戎
ヲ
動
カ
ス
者
ノ
為
メ
ニ

ハ
實
二
枢
要
ノ
地
タ
リ
シ
ナ
リ
古
来
ノ
ロ
碑
二
依
レ
ハ
機
山
公
信
玄
力
其
松
樹
上
二
施
旗
ヲ
掲
ケ
以
テ
常
二
軍
事
及
軍
略
上
ノ
指
揮

ヲ
為
シ
タ
リ
ト
傳
ヘ
ラ
レ
世
人
二
尊
崇
セ
ラ
レ
今
尚
ホ
甲
斐
ノ
一
本
松
若
ク
ハ
旗
掛
松
ト
称
シ
ロ
碑
二
噴
々
タ
リ
原
告
ハ
此
名
木
ノ

所
有
者
ト
シ
テ
之
ヲ
保
護
シ
永
遠
二
其
生
存
維
持
ヲ
」
三
六
九
丁
裏
　
図
ル
ハ
一
家
ハ
勿
論
峡
中
ノ
為
メ
ニ
責
務
ト
シ
且
又
栄
誉
ト
シ

タ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
然
ル
ニ
去
ル
明
治
三
十
五
、
六
年
ノ
頃
國
有
鉄
道
中
央
線
敷
設
ノ
際
右
松
樹
ヲ
去
ル
約
四
間
除
ノ
西
二
本
線
ヲ
敷

設
シ
タ
ル
後
更
二
右
松
樹
ノ
西
二
距
ル
一
間
未
満
ノ
個
所
二
複
線
ヲ
敷
設
シ
松
樹
ノ
枯
死
二
封
ス
ル
相
當
設
備
ヲ
為
サ
・
リ
シ
為
メ

汽
車
ノ
煤
煙
ト
震
動
ト
ニ
ョ
リ
直
接
二
其
生
育
ヲ
妨
ケ
大
正
三
年
十
二
月
中
全
ク
枯
死
ス
ル
ニ
至
リ
タ
リ
右
ハ
被
告
ノ
過
失
二
基
ク
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モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
ハ
之
」
三
七
〇
丁
表
　
二
因
リ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
原
告
二
賠
償
ス
ヘ
キ
責
任
ア
ル
旨
ノ
中
間
判
決
確
定
シ
タ
ル

ニ
ョ
リ
其
損
害
ト
シ
テ
松
樹
ノ
把
数
ヲ
見
積
リ
計
算
ス
ル
ト
キ
ハ
ニ
百
八
十
五
把
七
分
二
達
シ
一
把
代
金
七
圓
ト
シ
合
計
金
一
千
九

百
九
十
九
円
二
相
當
ス
ル
ヲ
以
テ
内
金
一
千
二
百
円
ノ
賠
償
ヲ
求
メ
且
ツ
原
告
ハ
此
名
木
ヲ
失
フ
ニ
至
リ
形
而
上
ノ
損
害
ヲ
蒙
リ
タ

ル
ヲ
以
テ
之
力
慰
籍
料
ト
シ
テ
少
ク
ト
モ
金
三
百
円
ヲ
請
求
シ
慰
安
ヲ
得
ン
ト
ス
ト
謂
フ
ニ
在
リ
立
証
ト
シ
テ
新
甲
第
一
號
謹
新
甲

第
二
號
証
ノ
一
、
二
新
甲
」
三
七
〇
丁
裏
　
三
號
証
甲
第
四
號
証
ヲ
提
出
シ
謹
人
武
井
佐
太
郎
ノ
訊
間
ヲ
求
メ
検
証
及
鑑
定
ヲ
申
請
シ
タ

リ被
告
指
定
代
表
者
ハ
原
告
ノ
請
求
棄
却
ノ
判
決
ヲ
求
メ
答
弁
ト
シ
テ
原
告
主
張
ノ
如
ク
本
件
松
樹
力
信
玄
旗
掛
松
ナ
リ
ト
ノ
ロ
碑
ノ

存
ス
ル
事
実
及
松
樹
枯
死
ノ
為
メ
原
告
主
張
ノ
如
キ
損
害
ノ
生
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
認
メ
ス
従
テ
原
告
ノ
請
求
ハ
失
當
ナ
リ
ト
陳
述

シ
立
証
ト
シ
テ
鑑
定
ノ
申
請
ヲ
為
シ
新
甲
第
三
號
証
ハ
不
知
ト
答
へ
爾
鯨
ノ
甲
」
三
七
一
丁
表
　
號
各
証
ノ
成
立
ヲ
認
メ
鑑
定
人
劔
持

元
次
郎
ノ
補
充
鑑
定
及
鑑
定
人
松
平
東
美
彦
ノ
鑑
定
ヲ
利
益
二
援
用
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
理
　
　
由

本
訴
請
求
原
因
正
當
ナ
リ
ト
ノ
判
決
確
定
シ
被
告
ハ
原
告
二
封
シ
本
件
松
樹
ノ
枯
死
二
因
リ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
キ
義
務
ア

ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
更
二
其
損
害
額
二
付
案
ス
ル
ニ
右
松
樹
ノ
枯
死
ハ
大
正
三
年
十
二
月
中
ナ
ル
モ
被
告
ノ
典
ヘ
タ
ル
枯
死
ノ
原

因
ナ
カ
リ
セ
ハ
松
樹
ハ
尚
ホ
少
ク
モ
数
」
三
七
一
丁
裏
　
十
年
生
存
ス
ヘ
カ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
被
告
ノ
争
ハ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
ヲ

以
テ
該
松
樹
尚
ホ
枯
死
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
大
正
九
年
三
月
當
時
二
於
ケ
ル
材
木
ト
シ
テ
ノ
償
格
力
金
四
百
四
十
九
円
ナ
ル
コ
ト
ハ
鑑

定
人
劔
持
元
次
郎
ノ
補
充
鑑
定
二
依
リ
認
メ
得
ル
ヲ
以
テ
右
慣
格
ヲ
以
テ
松
樹
ノ
枯
死
二
因
リ
原
告
ノ
蒙
リ
タ
ル
財
産
上
ノ
損
害
ナ
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リ
ト
認
ム
而
シ
テ
本
件
松
樹
力
古
来
信
玄
旗
掛
松
ナ
リ
ト
ノ
ロ
碑
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
証
人
武
井
佐
太
郎
ノ
証
言
及
成
立
二
争
ナ
キ
新

甲
第
一
號
証
二
依
リ
之
ヲ
認
メ
得
ル
ヲ
以
テ
原
告
ハ
」
三
七
二
丁
表
　
斯
ノ
如
キ
ロ
碑
ノ
存
ス
ル
松
樹
ノ
枯
死
二
因
リ
蒙
リ
タ
ル
精
神

上
ノ
苦
痛
ヲ
慰
籍
ス
ル
為
メ
被
告
二
対
シ
尚
ホ
慰
籍
金
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ヘ
ク
鑑
定
人
三
浦
伊
八
郎
及
松
平
東
美
彦
ノ
各
鑑
定
二
依

レ
ハ
右
松
樹
枯
死
當
時
ノ
年
齢
力
約
百
六
十
年
ニ
シ
テ
信
玄
時
代
（
松
樹
枯
死
当
時
ヨ
リ
約
三
百
六
、
七
十
年
前
）
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ

サ
ル
コ
ト
明
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
貼
ヲ
斜
酌
シ
原
告
ノ
精
神
上
ノ
苦
痛
ヲ
慰
籍
ス
ル
ニ
ハ
金
五
十
圓
ヲ
以
テ
相
當
ト
認
ム
然
ラ
ハ
被
告
ハ

原
告
二
封
シ
合
」
三
七
二
丁
裏
　
計
金
四
百
九
十
九
円
ノ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
其
除
ノ
原
告
請
求
ハ
失
當
ナ
ル
ニ
ョ
リ
之

ヲ
棄
却
シ
訴
訟
費
用
ハ
民
事
訴
訟
法
第
七
十
三
條
第
七
十
二
條
二
則
リ
主
文
ノ
如
ク
判
決
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
甲
府
地
方
裁
判
所
民
事
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
長
判
事
　
横
田
貞
祐
　
　
［
印
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
中
島
奨
　
　
　
［
印
］
」
三
七
三
丁
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
高
崎
長
一
郎
　
「
印
］
」
三
七
三
丁
裏
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3
）
　
甲
府
地
方
裁
判
所
大
正
一
四
年
九
月
二
八
日
決
定

訴
訟
費
用
確
定
決
定
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山
梨
縣
北
巨
摩
郡
甲
村

　
　
　
　
　
原
告
（
被
控
訴
人
）

　
　
　
　
　
右
訴
訟
代
理
人
辮
護
士

　
　
　
　
　
被
告
（
控
訴
人
）

　
　
　
　
　
右
代
表
者
鐡
道
大
臣

　
　
　
　
　
右
指
定
代
表
者

右
當
事
者
間
ノ
大
正
一
〇
年
（
ネ
）

執
行
シ
得
ヘ
キ
判
決
二
因
リ
原
告
（
控
訴
人
）

二
厘
五
毛
ト
確
定
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
一
四
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
甲
府
地
方
裁
判
所
民
事
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
長
判
事
　
大
内
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
高
木
道
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
　
　
　
　
蓮
沼
重
雄

　
清
水
倫
茂

　
藤
巻
嘉
一
郎

　
國

　
仙
石
貢

　
有
木
庸
雄
」
三
八
二
丁
表

第
三
一
五
號
損
害
賠
償
請
求
事
件
二
付
大
正
十
一
年
四
月
十
一
日
東
京
控
訴
院
ノ
言
渡
シ
タ
ル

　
　
　
［
マ
マ
］
ノ
負
澹
ス
ヘ
キ
訴
訟
費
用
額
ハ
別
紙
計
算
書
ノ
通
金
　
百
四
拾
壼
円
七
拾
壱
銭

ロ　　　ロ　　　　

印　印　印
一　　　　一　　　　一

一

八

丁
裏
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